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   開     議 

 

 

○渋谷佐輔議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員はございません。

よって、ただいまの出席議員は定足数に達して

おります。 

 なお、鈴木博郎学校教育課長が欠席のため、

松木恵美子学校教育課補佐が出席しております

ので、ご報告いたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

４号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 日程第１、市政一般に関する質

問を昨日に引き続き行います。 

 それでは、順次ご指名いたします。 

 

 

 赤間広議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 順位11番、議席番号10番、赤間

広議員。 

  （10番赤間広議員登壇） 

○１０番 赤間広議員 おはようございます。

公明党の赤間広でございます。 

 通告書に従いまして、一般質問をさせていた

だきます。よろしくお願い申し上げます。 

 公明党がかねてから強く訴えてまいりました

生活困窮者自立支援制度が４月から施行されま

した。生活する上でさまざまな困難を抱える人

を地域で自立して生活できるように、主体性を

尊重しながら相談、支援する制度であります。

どのようにこちらから手を差し伸べるかが課題

であります。そのためにきめ細かな制度の周知

が重要と考えます。当市ではどのように周知さ

れているかお尋ねいたします。 

 さて、長井市において例外なくふえ続ける生

活保護費の圧縮を図っていくための支援制度で

もあり、間接的には生活保護世帯にさせないた

めの支援制度でもあります。生活困窮者とは、

現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持す

ることができなくなるおそれのあるものと定義

されております。このような状態に陥っている

困窮者は、窓口をつくれば相談に訪れるという

ものではありません。特に経済面だけでなく社

会的に孤立している人などは、相談に来られな

いといったケースも珍しくないという分析もご

ざいます。 

 したがいまして、行政が窓口をつくって対応

するだけでなくて、町内会を初めとした地域住

民との連携なども視野に入れて、地域包括ケア

システム等と連動した取り組みも検討いただき、

対象者の把握と支援体制をしていくことを強く

要望いたします。 

 また、任意事業に規定されております相談受

け付け後の出口戦略として、就労準備支援事業

と家計相談支援事業の実施はどのようにされて

いるかお尋ねいたします。 

 また、生活困窮世帯にいる子供のことであり

ますが、経済的負担の援助だけでなく、勉強を

見てやるなどの学習支援事業なども提言させて

いただきたいと思います。 

 事業内容によっては４分の３、３分の２、２

分の１の国庫補助金が充当されることになって

おりますので、ぜひ検討いただき、長井市の実

情を検証しながら効果的な取り組みをお願いい

たします。 

 昨年、千葉県銚子市で起きた痛ましい事件を
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通じて痛感する自立相談支援事業の充実の必要

性についてご紹介させていただきたいと思いま

す。 

 ６月12日、生活に困窮して家賃を滞納し、県

営住宅から強制退去させられる当日、中学２年

の一人娘を殺害したとして起訴された母親の裁

判判決が千葉地裁で言い渡されました。この事

件が起きたのは昨年９月です。報道では別れた

夫の借金を抱え、娘の制服を買うために闇金融

にも手を出し、健康保険の担当部局ではこの親

子の窮状を把握していたけれども、生活保護の

担当部局と情報共有されておらず、生活保護の

窓口に母親が来たときには、一般的な制度の説

明だけしかなされていませんでした。 

 また、県営住宅であったこともあり、千葉県

と銚子市との連携も不十分であったと伺いまし

た。まさに制度と制度のはざまの問題です。幾

つかの行政部署と接触があって、窮状を把握す

ることができた可能性があったのに、救えなか

ったというのは本当に残念でなりません。 

 今回の事件を受け、国土交通省は昨年11月、

公営住宅の滞納家賃の徴収における留意事項等

において、公営住宅のある市区町村と綿密な連

携を図りつつ、生活保護を初めとする居住安定

のための支援策の情報提供や助言等を行うなど、

特段の配慮を要請する事務連絡を各都道府県住

宅主務部長宛てに発送しております。 

 厚生労働省においては、ブロックごとの地方

自治体担当職員向けの説明会が実施され、その

中で今回の事件へどう対応すべきだったのか等、

事件の教訓から必要な対応を取りまとめた資料

が配付されております。恐らく長井市において

も県の担当部局から連絡があったものと思いま

す。 

 今回の事件のように切迫した状況であるにも

かかわらず、助けてと声を出せない方はたくさ

んいます。相談する先もなく、混乱し、思い詰

めてしまい、今回のように最悪の状況に至って

しまう場合があります。だからこそ生活困窮者

自立支援制度においては、行政は待ちの姿勢で

はなく、より積極的に支援を届けるという、い

わゆる伴走型の支援が必要であります。 

 つまり、生活困窮者自立支援制度における自

立相談支援事業は、相談窓口を設置で終わるも

のではなく、困窮されている本人の立場に立ち、

ときに本人を代弁して関係機関と積極的に調整

する役割を担い、必要な支援までつなげ、たら

い回しを防ぐ、これが求められているのであり

ます。 

 支援や体制整備のおくれが命にかかわるよう

なことになってはなりません。生活困窮者自立

支援法が施行した限りは、絶対にこのような痛

ましい事件を二度と起こさないよう、こうした

決意で私も全力で取り組んでまいりますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 次に、女性活躍推進法についてであります。 

 この法律は、女性の輝く社会づくりを目指し、

公明党が実現を訴えてきた女性活躍推進法が先

月28日の参院本会議で与野党の賛成多数で可決、

成立しました。 

 あらゆる分野で女性の力を最大限に発揮でき

るようにすることは、活力ある社会の実現に不

可欠であります。同法は働くことを希望する女

性を応援するもので、そのための社会環境を整

備します。政府は2020年までに指導的地位に占

める女性の割合を30％に拡大する目標を掲げて

います。そこで同法では、自治体や301人以上

の従業員がいる企業は女性の採用率や管理職の

登用率など数値目標を設定し、公表することな

どを義務づけました。 

 また、政府が定める行動計画策定指針には、

マタニティーハラスメント、妊娠や出産を理由

とする不利益の要因となり得る職場での性別役

割分担意識の見直しなど、職場風土の改革に関

する取り組みも盛り込まれ、特に女性が非正規

労働者の７割、雇用全体の４分の１を占める現
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状を踏まえ、短時間労働者の雇用環境の改善に

関するガイドラインを策定するなど、処遇改善

への取り組みが急がれます。 

 当長井市ではどのように計画、対応されてい

かれるのかお尋ねいたします。 

 次に、通学路の安全対策についてであります。 

 昨今、通学路や一般道路において痛ましい事

故がテレビ、新聞等で毎日のように報道されて

おります。何か本当に異常な状態であります。

一事が万事ということわざがあります。小さな

ことがやがて大きな事故へとつながっていくも

のであります。子供たちを、市民を守るため、

安全のために一つ一つ小さなところでもおかし

なところ、まずいところ、異常なところを潰し

ていかなければなりません。 

 ２カ月ほど前、市民の方より通学路における

横断歩道が消えかかっているから直してほしい

旨のお話を受け、早速建設課に話し、対応をお

願いしたところであります。恐らく学校に対し

ても市役所の市民課や建設課などにもお話が入

っていると思われます。通学路の安全対策につ

いて学校、ＰＴＡ、教育委員会ではどのような

取り組みがなされているか、教育長にお尋ねい

たします。 

 横断歩道の管理は県の公安委員会であり、長

井市当局の管轄でないことは十分承知しており

ますが、市民の皆様からすれば県も市もないわ

けであります。話があったのは学校で教育委員

会であり、また市の行政であります。関係部署

との横の連携はどのようになっているのかお尋

ねいたします。 

 私たちの身の回りに管轄違いという見えない

壁が多数あります。市民にとって、県民にとっ

て、そして国民にとって幸せに感じ、安心に暮

らせる行政であってもらいたいと念願し、壇上

より質問を終わります。ご清聴ありがとうござ

いました。（拍手） 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 おはようございます。 

 赤間議員からいただきました３つのご質問に

順次お答えいたします。 

 まず最初に、生活困窮者自立支援制度につい

てのご質問でございます。 

 平成27年４月に施行された生活困窮者自立支

援法により、福祉事務所を設置している自治体

は生活困窮者自立相談支援事業と生活困窮者住

宅確保給付金支給の実施が必須事業と規定され

ておりまして、生活保護に至っていない生活困

窮者に対する第二のセーフティーネットを拡充

し、包括的な支援体制を創設するものとされて

おります。 

 長井市では、これまで実施しております離職

等により経済的に困窮し、住居を失った者また

はそのおそれがある者に対して給付する住居確

保給付金に加えまして、自立相談支援事業を実

施しているところでございます。 

 この自立相談支援事業は、生活困窮者からの

相談を受けて、まず１点目としては生活困窮者

の抱えている課題を評価、分析して、そのニー

ズを把握すること。２点目は、ニーズに応じた

支援が計画的かつ継続的に行われるよう、自立

支援計画を策定すること。そして３点目は、自

立支援計画に基づく各種支援が総括的に行われ

るよう、関係機関と連絡調整するものでござい

ます。 

 生活困窮者自立相談支援事業の相談窓口は、

委託先であります長井市社会福祉協議会にござ

います。引き続き生活困窮者の相談については、

福祉あんしん課で受け付けております。生活困

窮者の相談窓口がふえたことになります。市民

の皆様への周知につきましては、７月に委託先

の社会福祉協議会で発行している社会福祉協議

会だよりに、制度に関する記事を掲載して、市

内全戸に配布するとともに、民生委員・児童委

員協議会の総会や各地区協議会定例会等々で制

度について説明、周知を行い、周知を図ってい
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るところでございます。 

 次に、この項の対象者の把握と支援体制につ

いてでございますけれども、生活困窮者自立支

援法で対象となる方は、現に経済的に困窮し、

最低限度の生活を維持することができなくなる

おそれのある方とされておりますが、生活保護

と違い、自立相談支援事業においては所得、資

産の要件はありませんので、幅広く相談に応じ

るとともに、生活困窮者の中には社会とのつな

がりが薄れ、みずから相談することができない

方もいらっしゃり、民生委員・児童委員や地域

の皆様からの情報により生活困窮者宅を訪問す

るなど、対象者の把握により早期支援につなげ

るとともに、対象者への継続した訪問、助言、

指導を行っております。 

 また、市役所庁内においては健康保険、それ

から介護保険、各種の税、住宅等の担当課であ

る市民課、税務課、建設課、福祉あんしん課等

が連携を持ち、情報の共有化を図りながらワン

ストップで生活困窮者に寄り添う対応を実施し

ております。 

 なお、平成26年度に福祉あんしん課で受けた

相談件数は66件でございまして、うち25件が生

活保護の申請に至り、18件が生活保護開始にな

っております。平成27年度に入り、生活困窮者

自立支援事業が施行されたわけでございますが、

その実績は４月から７月までの４カ月で14件ご

ざいまして、福祉あんしん課で受けた相談件数

は24件で、うち13件が生活保護の申請に至って

いるところでございます。 

 この項の最後でございますが、相談受け付け

後の出口戦略としての就労準備事業と家計相談

事業の実施はどうされているかというお尋ねで

ございますが、就労準備事業につきましては、

日常生活支援として生活習慣形成のための指導

や訓練、また社会生活支援といたしまして就労

体験の場の提供、就労自立支援として一般雇用

への就職活動に向けた技法、知識の習得等の支

援を行うものとされておりまして、直ちに一般

就労を目指すことが困難な方に対しましては、

支援つきの就労の機会の提供を行う就労訓練事

業の実施が必要とされております。就労訓練事

業は、県の認定を受けることとされておりまし

て、置賜地区で受け皿となる事業所は米沢市の

ＮＰＯのみであるため、地理的に問題があるた

め実施を見送っておりまして、生活困窮者自立

支援事業の委託先である社会福祉協議会に配置

されました就労支援員や福祉あんしん課に配置

しております被保護者就労支援員が履歴書作成、

面接等の助言、指導やハローワークに同行する

などの支援に加えて、ハローワーク等の関連機

関と置賜地域生活保護受給者等自立促進事業協

議会というのがあるんですが、こちらで情報の

共有を図りながら連携をとり、一体的な就労支

援を行っているところでございます。 

 また、家計相談の事業につきましては、支援

相談員が個別に生活指導を行い、家計管理に関

する支援や滞納の解消や債務整理に関する援助

を行うとともに、社会福祉協議会で行っている

生活福祉資金等の貸し付けについても助言、指

導を行っております。 

 議員がおっしゃるように、貧困の連鎖防止の

ために行う生活保護受給世帯の子供を含む生活

困窮世帯の子供に対する学習支援事業につきま

しては、今後十分な検討をしてまいりたいと考

えているところでございます。 

 次に、大きなご質問の２点目、女性活躍推進

法についてお答え申し上げます。 

 議員からは市として今後どのように対応され

ていくのかと。特に８月28日に成立した女性活

躍推進法について、女性管理職の割合に数値目

標の設定など義務づけておりますが、長井市は

どのように対応していくかというようなお尋ね

でございます。 

 女性が働きやすい社会を構築するため、長井

市では平成14年12月に長井市男女共同参画推進
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条例を施行いたしまして、平成18年３月には長

井市男女共同参画基本計画を策定、平成25年度

には第２次基本計画を策定いたしました。また、

ことし２月にはこの計画を着実にかつ具体的に

推進するため、平成30年度を目標年次とし、各

分野における目標値を設定した前期実施計画を

策定したところでございます。 

 ご質問の女性の管理職への登用については、

産業団体、地域各種団体等の役員への女性登用

拡大の推進を図るとともに、市においても管理

職への女性職員登用の推進を図ることとしてお

ります。 

 長井市では現在のところ、職員採用の年齢構

成などもあり、女性管理職割合の数値目標を示

すまでには至っておりませんが、特に50代の事

務職がもうほとんどいらっしゃらないというよ

うな状況でございまして、これは過去40年前ぐ

らいから、主に市の職員は男性中心に採用して

きた経過がございまして、したがって、この議

場に出席している説明吏員も管理職がほとんど

男性だということを見ていただいてもわかるよ

うに、残念ながらそういう状況ではございます

が、今後10年後ぐらいには徐々にふやして、で

きるだけ３割に近づけたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 一方で、市のほうの審議会等における女性委

員の割合については、平成30年度までに目標値

である33.3％、３分の１を目指すこととしてお

りますが、平成25年度の状況で30.0％というこ

とでございまして、この数字は県内の13市では

トップのようでございます。女性の社会参画を

促し、多様な考え方を生かす社会を築くため、

長井市のさまざまな分野での男女の定数につい

て均等を図るためのポジティブアクション、男

女共同参画に係る講座やイベント展の開催等に

よる啓発運動を今後とも積極的に推進してまい

りたいと思います。 

 続きまして、３点目の通学路の安全対策につ

いてでございます。私のほうからは、特に横断

歩道の維持、管理はどのようにされているかと

いうことについてお答えを申し上げます。 

 横断歩道は山形県警察本部と山形県公安委員

会の所管でございまして、これは議員のご指摘

のとおりでございます。横断歩道で問題点が見

つかれば、具体的な場所を上げて、その都度、

長井警察署を通じて県警本部や県公安委員会へ

要望しているところでございます。現在、警察

とは密接な良好な関係を築いておりまして、警

察側も市や市民の要望に応えて頑張って対処し

ていただいていると感謝しているところでござ

います。 

 ご指摘の件につきましては、折に触れて警察

側にお話をし、改善をお願いしていきたいと考

えます。なお、市民課からの情報によれば、横

断歩道は市内に400カ所ほどございまして、全

ての点検を終えまして、白線の薄かったところ

が見つかった60カ所ほどが９月末まで補修され

る見込みでありますことを申し添えたいという

ふうに思います。 

 私のほうからは以上でございます。 

○渋谷佐輔議長 加藤芳秀教育長。 

○加藤芳秀教育長 私からは、通学路の安全対策

について、その対応について回答申し上げます。 

 大きく分けて次の３点からお答えいたします。

１つは、市全体での対応、２つ目が各学校での

対応、３つ目が安全指導面からの対応というこ

とでお話しさせていただきます。 

 １つ目の市全体での対応について申し上げま

す。 

 昨年度、これまで以上に関係機関が連携して

児童生徒が安全に通学できるように、通学路の

安全確保を図っていくことを目的に、長井市通

学路交通安全プログラムを策定いたしました。

通学路の安全確保に向けた具体的な取り組み、

これまでの点検箇所の対策状況等をプログラム

に記載してございます。ことしの７月にはプロ
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グラムに基づいて長井市通学路安全推進会議を

開催いたしました。メンバー構成は、長井地区

交通安全協会、長井警察署交通課、置賜総合支

庁建設部西置賜道路計画課、ＰＴＡ代表として

長井市ＰＴＡ連合会長、各小・中学校代表、市

民課、建設課、教育委員会学校教育課のメンバ

ーでございます。 

 会議では、長井市通学路交通安全プログラム

の周知、確認、各学校から報告された危険箇所

等の確認を行いました。また、危険箇所の報告

をもとに、今年度の合同点検箇所を決定いたし

ました。さらには出席者から通学路の安全点検

や安全確保に関する要望、意見を出していただ

きました。今年度の合同点検は７月に致芳地区、

西根地区、伊佐沢地区で実施いたしました。そ

れぞれの交通安全協会支部長様の協力もいただ

いたところです。報告のあった危険箇所を中心

に点検し、対策案と担当の検討、確認を行いま

した。現在、各担当が検討した対策を進めてい

るところでございます。通学路合同点検の結果

及び対策については、長井市交通安全推進協議

会において報告してございます。関係機関との

連携を進めるために、より多くの方に点検結果

を報告しているところであります。 

 また、こども110番連絡所の協力も求めてお

ります。当初は声かけ事案等の防犯的な意味合

いの強かった連絡所でありますが、近年は登下

校時の幅広い安全確保についてもお願いをして

いるところでございます。毎年１回、市が主催

してのこども110番連絡所研修会を実施してお

ります。子供たちの安全・安心な生活のために

講話や情報提供等を行い、研修を行っていると

ころであります。今年度も当研修会については

８月に実施いたしました。 

 以上が市全体での通学路にかかわる安全対応

ということになります。 

 次に、２つ目の各学校における対応について

申し上げます。 

 まず、各学校では新年度の４月当初と冬、さ

らには一斉下校の際に下校指導及び通学路点検

を実施しております。ここで気づいた点につい

ては教職員で共通理解を図り、その後の安全指

導、安全対策に生かしております。春の段階で

の通学路点検の報告が教育委員会へ上がってく

ることになります。また、危険箇所マップの作

成、ＰＴＡとの協力による看板設置なども行っ

ている学校もございます。さらには地域の方の

協力による見守り隊も組織し、特に児童の安全

な下校のためにご尽力いただいているところで

ございます。先ほど申し上げましたこども110

番連絡所の方を訪問し、場所の確認、依頼をし

ている学校もございます。 

 続いて、３つ目の安全指導面について申し上

げます。 

 各学校では４月に交通安全教室を実施してお

ります。小学３年生以上は自転車教室を行い、

安全な乗り方等について学習を行っています。

学年行事等でも計画し、保護者と一緒に実施し

ている学校もございます。もちろん日々の交通

安全指導も大切にしております。終わりの会や

一斉下校の日には具体的な例を出しながら話を

し、安全な登下校について指導をしているとこ

ろです。不審者対応の訓練も各学校で実施して

おります。警察を初め、外部の方の協力を得て

実施している学校がほとんどです。「いかのお

すし」の合い言葉の確認など、具体的でわかり

やすい指導をしていただいております。また、

不審者の情報共有にも努めており、教育委員会

から学校への連絡はもちろん、学校や警察から

の情報も共有しております。ここでも関係機関

の連携を図りながら児童生徒の安全のために力

を注いでおります。 

 最近では不審者情報に加え、熊情報について

も各学校へ送っております。情報をできるだけ

早く学校へ提供できるよう、市役所の中でも横

の連携を大切にして取り組んでおります。小・
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中学校はもちろん幼保施設、高等学校２校へも

情報を送っております。不審者情報や熊情報に

ついては児童生徒への指導はもちろんメール配

信システムを活用し、保護者や家庭への連絡も

行っております。より確かな情報をできるだけ

早く伝えるために、市内全ての学校においてメ

ールシステムを活用しての連絡が行われており

ます。見守り隊の方にも登録いただき、情報を

送信している学校もございます。 

 今後も児童生徒の安全・安心のために関係機

関と協力、連携しながら、通学路の安全対策を

充実させてまいりたいと考えております。 

○渋谷佐輔議長 10番、赤間広議員。 

○１０番 赤間広議員 それぞれご答弁いただ

きまして、ありがとうございます。 

 二、三質問させていただきたいと思います。

まず、市長のほうには全て回答をお願いしてお

るんですけれども、もしほかの担当部局にご指

名などされていただければそれで結構でござい

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

 まず初めに、生活困窮者自立支援制度でござ

います。市長からは大変事細かに今の対応状況

なども発表していただいたということで、本当

に感謝するところでございます。若干私わから

ないところがございますので、質問させていた

だきたいと思います。 

 これ長井市の地域福祉計画ということで、ち

ょうど37ページにあるんですけれども、ちょう

どこれに生活困窮者自立支援法というのがあり

まして、生活保護のことが若干書いてあるんで

すね。「本市においては平成22年度以降は若干

減少傾向にありますが」というようなことにな

っておるようなんですけれども、この減少に至

った、審査っていうのはあると思うんですけれ

ども、どのような審査をされているのかちょっ

とお聞かせ願いたいんです。というのは、余り

厳しい審査なのか、厳しい審査っていうことは

ないのかもしれないですけども、基準に沿った

審査だと思うんですけれども、不幸な、本当に

大変な人が相談に来るわけでございますので、

その辺のことをちょっと詳しく教えていただき

たいと思います。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 私のほうから少しお答えをさせ

ていただいて、福祉あんしん課長のほうに答弁

いたさせますが、私も市長に就任する前に市議

会議員をさせていただいたときに、やはりいろ

んな相談を受けたり、実際生活保護を受けるこ

とになった方もいらっしゃいますが、かなり法

律上は厳しいです。というのは、例えば失礼な

話ですけども、生命保険にいっぱい入ってたり

したら全部それはだめですね。それから車お持

ちだったらもうそれだけでちょっといろいろな

制約が出ます。あと部屋の中で、今はそんなこ

とないかもしれないけど、当時はエアコンをお

持ちの方とか、いろんな制約があります。それ

はやはり生活に困ってる方の事情はおわかりで

すが、これ国で税金で支援するわけですから、

そういった厳しい基準があるんだと。 

 それから実際生活保護を受けられる要件にあ

るような方でも、頑張って自立してできるだけ

そういう自分の力でやるんだという方もいらっ

しゃるわけでありまして、したがって、生活保

護者の方に対して国の支援が全てでなくて、市

の負担もあるんですね。ですから、私ども市町

村としてはできるだけ生活保護を受ける方を少

なくしたいっていうことはあるんですが、市民

が困っているということに対しては、これは法

律にのっとってできるだけやはり本人の希望を

かなえるという視点で努力してございますんで、

その結果、受けていられる方が減ったというこ

とは非常に喜ばしいと。その分そういう人たち

が頑張って自立して一生懸命働いて、今度は逆

に自分の働いた、その税金を納めていただいて、

それでみんなでいいまちをつくっていこうとい

う、そういう意思のあらわれだというふうに思
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っておりますので、ご理解を賜りたいと思いま

す。 

 じゃあ、そういった状況については福祉あん

しん課長のほうから答弁いたさせます。 

○渋谷佐輔議長 佐藤 隆福祉あんしん課長。 

○佐藤 隆福祉あんしん課長 議員から質問ござ

いました点につきましてお答えをいたします。 

 まず、保護率が下がってきているというふう

なことなんですが、やはりここのところずうっ

と落ちついておりまして、ここの４月から見て

も、４月時点では152世帯、198人だったんです

が、８月については154世帯、199人というふう

な形で落ちつきを見せてるところでございます。 

 その背景といたしましては、やはり人口がど

んどん減少しているというふうなこともあろう

かと思います。それからいろいろな諸制度が充

実してきたというふうなところもあろうかと思

いますが、そういった社会保障がバックにある

のではないかというふうに推測できるところで

もございます。 

 それから申請に至るときの手順というふうな

ところでご質問ございましたが、申請があった

場合は、まずは他法他施策というふうなことで、

まず利用できる施策についてはまずは利用して

いただく。それから扶養義務者の方から援助受

けることができる場合は援助をまずは優先をす

るというふうなことになりますので、資産とし

ての預貯金、それから遊休資産としてある土地、

家屋等については有効に利用していただくとい

うふうなことになります。ただ、生活をしてる

部分については、それは保有認められますので、

認められる部分と活用していただく部分ってい

うのは、そこは申請をいただいた時点で指導す

るというふうなことになろうかと思います。以

上でございます。 

○渋谷佐輔議長 10番、赤間広議員。 

○１０番 赤間広議員 ありがとうございます。 

 市長申されたとおり、そのとおりでございま

す。ただ、車があるとかうちがあるから生活保

護受けられないっていうのは間違いでございま

すので、ある程度要件はありますけれども、そ

の辺、市民の方、車もあるしだめだなとかって

いう、そういうように、もちろんベンツに乗っ

ているとか高級車に乗ってるなんていうなら、

もう全然それは話は別でございますので、本当

にこれだけ交通機関がない長井市では、ないん

じゃなくて、あんまり便利がよくない場所であ

れば認められるっていうふうなこともあるはず

ですので、その辺誤解のないようにぜひ説明し

ていただきたいと思います。 

 生活保護を受けさせないようにするための支

援制度であるっていうことも、まず一番にご理

解いただきたいなということでございます。 

 先ほどいろいろ２つの窓口がある。福祉あん

しん課ですか、それとあと社会福祉法人のほう

の窓口と２つあるということなんですけれども、

そういったところでの情報共有っていうのは、

こっちへ行けばいいとか、あっちへ行けとか、

そういう何ていうんですかね、たらい回しはな

いのかっていうこともちょっとお聞きしたいと

思います。 

 そして基準はどっちも同じなのかっていうこ

と、それちょっとかなり何ていうんですか、統

一されていないんじゃないかっていうことも私

言われたことあるんですけれども、その辺のこ

とをちょっとお聞きしたいと思います。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 これも福祉あんしん課長に答弁

いたさせますが、基本的には社会福祉協議会の

ほうに委託をしていると。ただし、市役所の窓

口でももちろんお受けしますということで、赤

間議員が懸念を示された人によって基準が違う

んじゃないかと。多分そこはよっぽど具体的に

入らないと、捉え方としてちょっとニュアンス

的に市民の方そういうふうに感じる場合がある

のかもしれません。基準は一緒だと思いますの
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で。なお、そういったところについては担当の

職員も十分配慮するように努めておりますが、

なお徹底させたいと思います。 

 じゃあ、詳しいことは福祉あんしん課長から

答弁いたさせます。 

○渋谷佐輔議長 佐藤 隆福祉あんしん課長。 

○佐藤 隆福祉あんしん課長 お答えいたします。 

 生活困窮者自立支援法に基づく事業につきま

しては、長井市社会福祉協議会に委託をしてご

ざいますので、窓口はそちらということになり

ます。ただし、生活困窮というふうなことで相

談をするときは、生活困窮の自立支援事業にの

っとるかどうかっていうのは関係ないわけでご

ざいますので、一般市民の方にとりましてはど

ちらで相談をしていただいても構わないという

ことになります。そういった意味で、窓口が１

つふえたというふうなことでご理解をいただけ

ればというふうに思います。 

 それから情報の共有というふうなことでござ

いますが、社会福祉協議会、委託先でございま

すので、そちらと福祉あんしん課のほうで情報

の共有というふうなことで、毎月情報のやりと

りをしてるところでございます。以上でござい

ます。 

○渋谷佐輔議長 10番、赤間広議員。 

○１０番 赤間広議員 ありがとうございます。

ぜひそのようにしていただきたいと思います。 

 それからこれもテレビからのお話なんですけ

れども、無理をされてるっていうんですか、本

当に一生懸命頑張っていらっしゃるって見える

んですけれども、結局岩手県の奥州市の例など

を申しますと、お母さんが介護しなければなら

なくなったために、息子さんは仕事をやめて介

護をすることになったっていうことで、結局仕

事を失って、収入はお母さんの国民年金ですか、

それをもらって２人で細々と暮らしてたと。も

ちろん国民年金ですから、月６万円ぐらいだっ

たそうでございます。そしてお母さんは医者に

はかかんなきゃいけない、薬代はかかるという

ことで、ご本人、息子さんのほうは医者にもか

かれなかったということで、結局２人とも亡く

なってしまったっていうようなことがあったわ

けですけれども、そういうふうにやはり外から

見ただけでは余りわからない。一生懸命頑張っ

てるようだ、うちも立派なものがあるようだ。

ただ中身がわかんなかったっていうのは、これ

は本当に誰の責任でもないというように思うん

ですけれども、これはやっぱり何ていうんです

かね、誰の責任もないっていうことじゃないわ

けで、これをいかに見つけ出し把握していくか

が地域の皆様、地域とのつながり、民生委員の

方にお願いするとか、いろんな面で見ていく必

要があると思うんですけれども、ぜひそういっ

たことも頭の中に置いていただきたいなという

ふうに思います。絶対無理なんかしないで、ま

ずは相談に来るということ。本当に相談に来な

いと始まらないというようなことでございます

ので、その辺の対応もしっかりとお願いしたい

と思います。 

 あともう一つ、先ほど市長から大変いいお話

お聞きしたところでございます。生活困窮者の

子供たちの学習支援、今後検討していきたいと

いうようなことでございますので、ぜひこれも

国から補助金として、学習塾じゃないんですよ

ね。何ていうんですかね、何か学習支援教室み

たいなところをつくって、教員のＯＢとか学生

さんなんかを雇って、そこで子供たちに教えて

いくという、勉強を教えていくということなん

でございますが、埼玉県内とかあとはこれはど

こでしたか、高知市ですか、なんかでも先進事

例があるようでございます。中学校３年生の方

なんかは結局高校への進学を諦めていたのが、

そういう学習支援を行うことによってほとんど

約90％、97％ぐらいの方が高校へ進学したとい

うような事例もあります。そしてこれには国庫

の補助として２分の１がなるということでござ
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いますので、ぜひ長井市でも検討していってい

ただければなと思います。市長、もう一度、前

向きな回答を先ほどいただいたわけですけれど

も、今後に向けて決意を持ってお願い申し上げ

ます。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 決意を申し上げます。確かに市

内も塾、私立の塾っていうのは多数あるわけで

ございまして、なかなか生活に厳しいご家庭で

はそういった十分な私的な塾などに通わせるこ

とは難しいという実態があると思います。まず、

そういう生活困窮者のための、そういったご家

庭のお子様の学習の支援ということもあるんで

すけれども、もう一つはこのたびの地方創生の

総合戦略の中に、私ども教育、子育てにとにか

く特化したまちにしようということで、特に教

育については英会話とあと理系の、いろんなＩ

ＣＴを使った教育の充実を図っていこう。 

 同時にちょっとこれ誤解を招いたんですが、

日本版ＣＣＲＣ、都会の50代後半ぐらいから60

代ぐらいの方で地方に将来的に医療、介護等々

が厳しいという都会じゃなくて、地方に移住し

たいという方もいらっしゃいますんで、そうい

った方々で特に外国語に堪能な方、外国で仕事

をなさった方とか、あるいは教育関係で塾とか

のそういったことが得意な方とか、多数いらっ

しゃると思いますんで、そういった方々を積極

的に招致したいっていいますか。その能力をぜ

ひ地元の方々に、これは私どもとしては有償ボ

ランティアみたいな形でお願いしたいとは思っ

てるんですが、そういった方々に長井の子供た

ちの学力向上を手伝ってもらおうというような

考え方をしておりまして、ぜひこれを進めてい

きたいと思ってます。 

 それとは別に赤間議員おっしゃる民間の塾を

圧迫するようなことではちょっと支障が出るか

もしれませんので、対象のお子さんっていうの

はどういうふうに絞るかっていうところは難し

いのですが、国の補助もあるということであり

ますので、ぜひ担当課と検討しながら前向きに

できるだけ早く実現するべく努力したいと思い

ます。 

○渋谷佐輔議長 10番、赤間広議員。 

○１０番 赤間広議員 ありがとうございます。

よろしくお願い申し上げます。 

 本当に長井市は子育てに特化したというよう

な市長のご答弁でございます。私はかねてから

子育ては全員で、社会全体でやっていくべきだ

というふうに申し上げております。その一環と

して何度も給食費の無償化なんていうのも申し

上げておるんですけれども、ぜひ今後それの一

助にでもしていただければなというふうに思う

ところでございます。 

 次、女性活躍推進法について若干ちょっとお

尋ねしたいと思います。 

 いろいろ女性と男女雇用均等法とかという、

そういう絡みもあって、本当に前へ前へと進ん

でることは歓迎したいんですけれども、法律が

できたけども、長井市はだめだというようなこ

とではないと思うんですけれども、やっぱりこ

れはある程度数値目標をしっかりと持って行か

ないとだめなわけですんで、ぜひその数値目標

に沿ったチェックする機関つうのも必要だと思

うんです。 

 先ほど市長おっしゃられた別に何か委員会が

あるとかっていうことなんですけれども、私と

しては女性活躍推進委員会っていうようなもの

の設置なんかもよろしいんじゃないかなという

ふうに思うわけです。ぜひそういうところでチ

ェックをしていくということで、2020年まで約

30％ぐらいの方を女性の幹部職員にしていくっ

ていうような、これは国の目標でございますが、

市ではそんなに、そこまでの年齢の方がいらっ

しゃらないっていうことでございますけれども、

そういう事情はあるにしてもぜひ５年後には

30％まではいかなくても10％、20％はそういう
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立場の方がいらっしゃるというようなことを思

っていきたいなというふうに思います。ぜひ市

長のほうには強いリーダーシップを持って、女

性の推進委員会というのを立ち上げていただけ

ればなというふうに思うところでございます。

この件について何か市長からもう一言ございま

すか。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 委員会的なものをぜひ検討した

らというようなご提言でございますので、確か

に安倍総理もウーマノミクスとか、あとは吉村

知事も女性の活躍する山形ということで一生懸

命いろんな施策を推進しています。県の中です

ばらしいなと思ったのは、長井市内の企業が多

いんですが、企業で女性を応援するというふう

なことで宣言していたり、あと女性に対しての

何ていうんでしょうか、いろんな制度を充実さ

せている企業についてはちゃんと認定制度みた

いなものを設けてるんですね。その制度を私ど

もの一つの指標として、現在は全部で13社かな、

13社なんですが、例えば５年後20社を目指すと

か、それは私ども民間の企業の事業者の方々っ

ていうのはいろんな形態がありますので、これ

は一概に言えないと。ただし、女性に対して理

解度といいますか、とにかく女性と一緒になっ

て会社を守り立てていこうという企業がふえる

ようなことで、私どもとしても報償制度ってい

うわけじゃないでしょうけども、そういった認

定の制度なども設けながら進めていきたいと。

そういったことを選定する市単独の認定制度、

そういった委員会などを設ければいいのではな

いかなというふうに思っておりますし、特に例

えばあかしあ産業団地のほうでは、もうこれは

10年ぐらい前になるんですが、女性の方々が働

いている企業多いわけですよね。そうすると、

じゃあ、保育施設を団地内でつくりたいという

ことで相談に来られたり、それが致芳児童セン

ターの指定管理者につながって、もう今２歳児

から預かってるわけですけども、そういった女

性が働きやすい環境をつくる、そういったこと

につながってますので、私どもとしてもさまざ

まな努力をすべく、そういったどういった委員

会がいいのかですが、担当課が地域づくり推進

課になるかと思いますけれども、相談しながら

ぜひ前向きに検討したいと思います。 

○渋谷佐輔議長 10番、赤間広議員。 

○１０番 赤間広議員 ありがとうございます。

ぜひそのようによろしくお願い申し上げます。 

 民間を引いてというか、手本になるのはこう

いう公共団体でございますので、ぜひ民間に先

駆けて実施していっていただければなというふ

うに思います。よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、最後になりますが、通学路のこと

でございます。若干私個人的に申し上げたいの

は、横断歩道の件に関してでございますが、何

か対応が大分遅いんじゃないかと。２カ月前に

言ったことがやっと今ごろだと。普通市民感情

からいけば冬雪が降って消えますよね。そした

ら春に横断歩道を引くのが普通だったら常識な

んですよね。それが間もなくあと２カ月もする

とまた雪が降って消えるんじゃねえかというふ

うな、これは誰が、小学生でもわかることだと

思うんですけれども、ということでございます

ね。ぜひ対応を早くしていっていただきたいな

というふうに思うことでございます。 

 横断歩道っていうのは新設は別として、今あ

る場所を、言われたところをまず、とにかくま

ず言われたところを直してもらいたいというこ

とでございます。警察でするんだからとかって

いうことじゃなくて、恐らくまちのペンキ屋さ

んなんかにも発注すれば、市内の業者の方も仕

事ができていいんじゃないかと思います。新設

じゃなくて今ある場所の上塗りっていうような

意味で申し上げてるんですけども、そういうこ

とをぜひ検討していただければなと。これは警

察のほうにぜひお伝え願いたいなというふうに



 

―１５８― 

思っているところでございます。 

 あと学校の交通安全プログラムを作成されて

いるっていうことは大変結構なことで、これど

ういうものなのか後で何か文書ででも、資料で

でもいただければなというふうに思いますので、

教育長、よろしくお願い申し上げます。 

 本当に限られた時間でなかなか、まだまだち

ょっとお話ししたいことがあるんですけれども、

次回に譲るということで、私の質問はこれで終

わらせていただきます。どうもありがとうござ

いました。 

 

 

 梅津善之議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 次に、順位12番、議席番号９番、

梅津善之議員。 

  （９番梅津善之議員登壇） 

○９番 梅津善之議員 おはようございます。 

 いつになく気温が低い９月を迎えております。

農作物を栽培している私にとっても、農作物に

影響のないよう、秋の収穫に影響のないよう望

む１人でございます。自然の恵みで生育してい

る農産物の生命力の強さとはかなさ、そして農

産物に感謝しながら、一般質問を行いたいと思

います。 

 まず、大きな１番目の質問でございます。フ

ラワー長井線、山形鉄道についてです。 

 大正２年、当時の国鉄が長井線の赤湯－梨郷

間が開通され、翌年、長井間、そして10年後の

大正12年に赤湯－荒砥間が開通したと書かれて

おります。総延長は30.6キロメートル、当時、

国鉄長井線は地域の公共交通として沿線の地域

住民にとって待ち望んだ開通だと思っておりま

す。その後、昭和45年、1970年当時の国鉄ロー

カル線廃止が検討され、1980年、昭和55年には

国鉄再建法が成立し、全国の赤字路線、１次、

２次廃止路線対象73路線が発表されました。そ

の中には長井線は含まれておりませんでしたが、

1985年の昭和60年、国鉄自主再建計画として１

月の10日に東北地方でただ１路線、長井線が61

年度中に廃止するという方針が示されました。 

 当時は沿線２市２町はもとより、山形県も含

めて長井線を守る連絡協議会が結成され、地域

住民、農協、ＰＴＡや婦人会、青年団、各政党、

地域の事業所や組合一堂に集まり、長井線を守

ることの大切さや地域の発展、振興、開発に長

井線は公共交通として欠かせないものだと、２

市２町はもとより山形県民を挙げて運動を展開

されたとなされております。 

 しかし、1986年、昭和61年、長井線の廃止の

危機に直面したとき、採算面は厳しいが、高校

生の多くの利用があったことから、沿線住民の

強い要望によって1989年、昭和63年10月に第三

セクターとして山形鉄道フラワー長井線として

運行をスタートしております。 

 しかし、自動車の普及や道路網の整備、少子

化による通勤、通学の利用者の減少などにより、

６億円の基金も赤字の補填によりもはや枯渇寸

前でございます。山形鉄道として人件費の削減

や経営改善により人員の削減、そして最少の人

員で最大のサービスを提供できる努力や公募社

長による旅行会社とのタイアップにより、利用

者の増の取り組みやイベント列車として読み聞

かせ列車や七夕列車、サンタ列車や綱引き列車、

冬の道草、地元の楽しみを探せ、餅つき列車や

最近ではプロレス列車など、多彩なイベントな

どを通して努力してまいりました。 

 さらに、オリジナル商品の開発、ネクタイピ

ンやタオル、マップ、カレンダーの販売などが

発売されております。その中にはフラワー長井

線沿線の77店の紹介があり、これは先週の土曜

日、山形新聞に載っておりましたが、フラワー

長井線沿線の77店舗のお店の紹介のあった本が

発売されております。 




